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平成30年6月の選挙後の第3回定例会で

「議会改革特別委員会」を設置｠
　◎基本条例の検証
　◎市民のみなさんとの意見交換会｠
　　　　　　　　　主にこの２点について協議し、議会改革を推進していく｠

大学教授等で
構成される

第三者評価委員会にも
評価して

いただきました。

検証方法
◎議員自らによる内部評価
◎大学教授等の第三者による外部評価

第三者評価委員
会メンバー

座　長　牛　山
　久仁彦（明治

大学政治経済学
部教授）

　　　　高　橋
　幸　子（目白

大学看護学部准
教授）

　　　　山　岸
　絵美理（大月

市立大月短期大
学経済科助教）

　　　　三　浦
　正　士（長野

県立大学グロー
バルマネジメン

ト学部助教）

　　　　吉　澤
　佑　葵（一般

財団法人行政管
理研究センター

客員研究員）

　　　　黒　石
　啓　太（公益

財団法人日本都
市センター研究

員）

中間報告書（
令和元年11月

提出）

に対する意見交
換会

令和2年1月

◎第三者評価最
終報告書に向け

た概要説明

◎第三者評価委
員会と全議員と

の意見交換

内部評価
当選してからの年月により、
意識の差があるのか
などを調査するため、
　　　　　　　個人→会派ごと→
　　　　　　　当選回数ごとの
　　　　　　　3段階で評価を
　　　　　　　実施

条例制定後5年、
初の検証です。

検証
START
検証
START

第三者評価委員会による意見聴取（令和元年８月）

最終報告書へ!
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最終報告書
に向けて
◎重要ポイント
　議員間で評価が
　分かれている項
　目と、その理由
　をどのように評
　価していくか

…完全に、あるいはほとんど達成している
…かなり達成している
…半分程度達成している
…あまり達成していない
…まったく達成していない

5
4
3
2
1

中間報告
に対す

る意
見交
換会

●自　民…たちかわ自民党・安進会
●公　明…公明党
●共　産…日本共産党

●市　民…民主・市民フォーラム
●無会派…会派に属さない議員

会　派　　検証時の構成（令和元年5月）

＊議会改革特別委員会委員

江口＊ 頭山＊

高口＊＊

＊

稲橋＊

高口副委員長

稲橋委員

江口委員

門倉委員

上條＊

第
６
章
第
20
条

議
員
間
討
議
に
よ
る
合
意
形
成

概要
会派別評価

期別評価
議員の主な

コメント

低評価

議員同士で
自由な

議論を行い
、合意

形成を目指
す

自民
3 1・2期

3
高評価

討議のルー
ル

化がされて
いない

公明
2 3・4期

2 自由な討議
を

する場が
ある

共産
2 5期以上

2

市民
2

無会派
3

2議会として
の

最終評価

内部評価（一部抜粋）

第
２
章　

議
会
と
市
民
と
の
関
係

今後も徹底した情報
公開を行い、市民へ
の説明責任を果たす
べき

議会は会議を公
開し、市民に説明
する責任がある

第4条

議会の公開及
び説明責任

会派別評価概要 期別評価 議員の主なコメント

自民 4 41・2期

公明 4 43・4期

共産 4 45期以上

市民 4

無会派 3

インターネットのアク
セス数が少ない

議会は広報誌や
インターネット等
を通じて、広報を
充実させる

第5条

広報の充実

会派別評価概要 期別評価 議員の主なコメント

自民 4 41・2期

公明 3 43・4期

共産 4 45期以上

市民 3

無会派 4

賛否の理由をその場
で、議会として述べて
いない

議会は請願・陳情
者の意見を聴き、
審査を行う

第7条

請願、陳情に
おける提案者
の意見聴取

会派別評価概要 期別評価 議員の主なコメント

自民 5 41・2期

公明 4 43・4期

共産 3 45期以上

市民 5

無会派 4

4議会としての
最終評価

4議会としての
最終評価

4議会としての
最終評価

概要 会派別評価 期別評価 議員の主なコメント

低評価

議員は市長等に、
文書により質問を
することができる

第
３
章
第
11
条

文
書
質
問

自民 3 1・2期 3 高評価

年1回程度
で、活用し
きれて
いない

公明 3 3・4期 3 条文に規定
していること
を評価する共産 4 5期以上 3

市民 2

無会派 2
2議会としての

最終評価

概要 会派別評価 期別評価 議員の主なコメント

低評価

議会は、学識経験
者等の専門的な
意見を活用できる

自民 2 1・2期 2 高評価

調査研究を
依頼した
実績が
ない

公明 1 3・4期 2
研修等で取り
入れて活用し
ている

共産 2 5期以上 2

市民 2

無会派 1

第
５
章
第
17
条

重
要
案
件
に
関
す
る
調
査 2議会としての

最終評価

★期数・・・
　当選回数
　（1期4年）


